
消費者庁消費者安全課

日本の食品安全行政の仕組みについて
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食品安全基本法

（平成十五年五月二十三日法律第四十八号）

第三条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要である

という基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。

第四条 農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の行為におけるあらゆる要素が食品の安

全性に影響を及ぼすことにかんがみ、食品の安全性の確保はこのために必要な措置が食品供給

行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。

第五条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的

動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂

取することによる国民健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。

食品安全基本法のポイント
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国民の健康の保護が最も重要

農場などから食卓まで（フードチェーン）をカバー

国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ

科学的知見（科学データ）に基づいて

リスク管理措置（科学的判断）が講じられることによって
健康への悪影響を未然に防止

生産 加工 流通 販売 食卓

食品安全行政の基本（食品安全基本法）
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ご清聴ありがとうございました

消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター「イヤヤン」
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